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この資料は、内閣府作成の移行認定のための「定款の変更の案」作成の案内をもと

に、関係する法令等をとりまとめたものです。

なお、これまでの個別相談での事例を踏まえ、上記作成の案内に一部追加・修正を

加えています。

特例財団法人が公益財団法人への移行認定を申請するに当たり作成が必要な「定款

の変更の案」の作成の参考資料としていただくとともに、公益財団法人への移行後の

運営の参考資料としてください。

なお、京都府においては、会計監査人の設置が必要となる貸借対照表の負債の部に

計上した額の合計額が５０億円以上の法人が非常に少数のため、この参考資料におい

ては、会計監査人を置かない場合を想定しています。

会計監査人の設置が必要な場合、会計監査人を任意に設置する場合は、個別にご相

談ください。

【この参考資料における法令等の略称】

・法人法 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

・認定法 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

・整備法 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律

・ガイドライン 公益認定等に関する運用について（公益認定等ガイドライン）

・留意事項 移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに

際し特に留意すべき事項について

・ＦＡＱ 新たな公益法人制度への移行等に関するよくある質問（ＦＡＱ）

※法令等については、「公益法人information」(https://www.koeki-info.go.jp/)

でご確認ください。
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「定款の変更の案」の作成の参考資料（公益財団法人への移行）

※会計監査人を置かない場合を想定

第１章 総則

（名称）

第１条 この法人は、公益財団法人○○○○と称する。

○法人の名称は、定款の必要的記載事項。（法人法 153条１項２号）

○公益財団法人は、その名称中に公益財団法人という文字を用いなければならない。

（認定法 ９条３項）

○名称の登記は、その名称が他人の既に登記した名称と同一であり、かつ、その主

たる事務所の所在地が当該他人の名称の登記に係る主たる事務所の所在場所と同

一であるときは、することができない。

（商業登記法 27条：法人法 330条準用・読替）

○何人も、不正の目的をもって、他の一般社団法人及び一般財団法人であると誤認

されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。（法人法 ７条１項）

○商号を登記するには、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いる

ことができる。（商業登記規則 50条：一般社団法人等登記規則 ３条準用）

○名称の変更があったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならな

い。（認定法 13条）

○移行の際に、定款の変更の案で、法人の名称を変更することも可能。

（ＦＡＱ問Ⅰ－３－⑧）

〈参考資料〉

・ＦＡＱ問Ⅰ－３－④（必要的記載事項の範囲）

（事務所）

第２条 この法人は主たる事務所を＜例：京都府○○市＞に置く。

（従たる事務所を設置している場合の記載例）

＜例１＞２ この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くこと

ができる。

＜例２＞２ この法人は、従たる事務所を京都府○○市及び京都府○○郡○○町に置

く。

○主たる事務所の所在地は、定款の必要的記載事項。（法人法 153条１項３号）

※現在の特例民法法人の実際の所在地と定款・登記上の所在地が異なっている場合は、移

行申請までに変更手続をお願いします。

○主たる事務所及び従たる事務所の所在場所は登記事項。

（法人法 302条２項３号）
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○定款上の「所在地」とは 小行政区画（市町村）で足りる。→登記上は所在場所。

（番地まで特定。）

○２以上の都道府県の区域内に事務所を設置する法人は内閣府へ申請。

（認定法 ３条１号イ、整備法 47条１号イ）

○理事会は、従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止などの重要な

業務執行の決定を理事に委任することができない。（理事会での決定が必要。）

（法人法 90条４項４号：197条準用）

○従たる事務所の設置については、定款の記載がなくても理事会決議で設置可能。

＜参考資料＞

・ＦＡＱ問Ⅰ－９－①、Ⅰ－９－②（公益認定申請先行政庁）

第２章 目的及び事業

（目的）

第３条 この法人は、○○○○に関する事業を行い、○○○○に寄与することを目的

とする。

（事業）

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) ○○○○の△△△△その他××××及び○○○○に関する△△△△の普及

(2) △△△△において××××を行う○○○○の推進

：

：

(n)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

（２ 前項第１号の事業は、＜例１：日本全国、例２：○○地方、例３：京都府、

・・・及び○○県、例４：京都府及びその周辺、例５：○○市、例６：本邦及び

海外＞、同項第２号の事業は・・・・において行うものとする。）

○法人の目的（事業）は、定款の必要的記載事項。（法人法 153条１項１号）

○定款で定める法人の事業又は目的に根拠がない事業は、公益目的事業として認め

られないことがあり得る。（ガイドラインⅠ１．）

○法人は、法令の規定に従い、定款に定められた目的の範囲内において、権利を有

し、義務を負うので、事業内容を具体的に記載する必要がある。

○移行の際に、定款の変更の案で、法人の目的（法人が行う事業）を変更すること

も可能。（ＦＡＱ問Ⅰ－３－⑧）

○公益目的事業を２以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定める法人は

内閣府へ申請。（認定法 ３条１号ロ、整備法 47条１号ロ）

＜参考資料＞

・ＦＡＱ問Ⅰ－９－①、Ⅰ－９－②（公益認定申請先行政庁）

・ＦＡＱ問Ⅰ－９－③（公益目的事業の実施区域の定め方）
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第３章 資産及び会計

（基本財産）

第５条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な＜例１：別表、例２：別表

第１及び別表第２＞の財産は、この法人の基本財産とする。

２ 基本財産は、＜例：（評議員会において別に定めるところにより、）この法人の

目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財

産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あら

かじめ理事会及び評議員会の承認を要する。＞

（３ 別表第２の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５

条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする。）

○理事は、一般財団法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で

定めた基本財産があるときは、定款で定めるところにより、これを維持しなけれ

ばならず、かつ、これについて一般財団法人の目的である事業を行うことを妨げ

ることとなる処分をしてはならない。（法人法 172条２項）

○公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその

維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めている必要がある。（認

定法 ５条16号）財団法人における不可欠特定財産に係る定款の定めは、基本財

産としての定めも兼ねるものとなる。

○定款に基本財産を定めるに当たっては、どの財産が基本財産となっているのかを、

ある程度具体的に判別できるような方法で定款に記載することが望ましいが、そ

の定め方については、原則として各法人における種々の事情に応じて任意である

と考えられる。（ＦＡＱ問Ⅵ－３－②）

○不可欠特定財産がある旨の定款の定めについては、財産種別や場所・物量等を列

記するなどの方法により、どの財産が不可欠特定財産に該当するのかがわかるよ

うに定款に具体的に記載する必要がある。（ＦＡＱ問Ⅵ－３－②）

○不可欠特定財産（ガイドラインⅠ15．）

金融資産や通常の土地・建物は、不可欠特定財産には該当しない。

○（解散の事由）基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事

業の成功の不能。（法人法 202条１項３号）

○理事会は、重要な財産の処分及び譲受けなどの重要な業務執行の決定を理事に委

任することができない。（法人法 90条４項１号）

＜参考資料＞

・ＦＡＱ問Ⅵ－３－①（移行後の基本財産の扱い）

・ＦＡＱ問Ⅵ－３－②（定款における基本財産、不可欠特定財産の定め方）

（事業年度）

第６条 この法人の事業年度は、毎年○月○○日に始まり翌年○月○○日に終わる。

○事業年度は、定款の必要的記載事項。（法人法 153条１項10号）



- 4 -

○事業年度は１年（事業年度の末日を変更する場合における変更後の 初の事業年

度については、１年６箇月）を超えることができない。

（法人法施行規則 29条１項）

○事業年度は、１年を超えることができない（移行の認定又は認可申請をする特例

民法法人）。（整備法施行規則 ２条２項）

（事業計画及び収支予算）

第７条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載

した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、＜例

１：理事会の承認、例２：理事会の決議を経て、評議員会の承認＞を受けなければ

ならない。これを変更する場合も、同様とする。

２ 前項の書類については、主たる事務所（及び従たる事務所）に、当該事業年度が

終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

○事業年度開始前までに作成し備え置くべき書類（認定法施行規則 27条）

・事業計画書

・収支予算書

・資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

○資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、事業計画書等提出書

類を参照のこと。

○事業計画書等は、当該事業年度の末日まで備置きが必要。（認定法 21条１項）

○正当な理由がないのに閲覧等を拒んではならない。（認定法 21条４項）

○毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

（認定法 22条１項）事業計画書等の理事会等の承認を受けたことを証する書類

を添付する必要あり。（認定法施行規則 37条）

○事業年度途中で組んだ補正予算を行政庁に提出することは求められていない。

（ＦＡＱ問Ⅵ－５－③）

（事業報告及び決算）

第８条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次

の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書（正味財産増減計算書）

(5) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書

(6) 財産目録

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号及び第６号の書類につ

いては、定時評議員会に提出し、第１号の書類についてはその内容を報告し、その

他の書類については承認を受けなければならない。
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３ 第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間（、また、従たる事務所

に３年間）備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所（及び従

たる事務所)に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なもの

を記載した書類

○各事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び損益計算書）及び事業報告並びにこ

れらの附属明細書の作成をしなければならない。作成したときから10年間保存し

なければならない。（法人法 123条：199条準用）

○計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、監事の監査を受けた上、理

事会の承認を受けなければならない。（法人法 124条：199条準用）

○計算書類は定時評議員会の承認が必要。事業報告の内容は定時評議員会への報告

が必要。（附属明細書は除く。）（法人法 126条１項：199条準用）

○貸借対照表等の公告（法人法 128条１項：199条準用）

・定時評議員会の終結後遅滞なく、貸借対照表（負債額が２００億円以上の法人

は、貸借対照表及び損益計算書）を公告しなければならない。

○公告方法（法人法 331条）（貸借対照表等の公告の場合）

・官報に掲載する方法（要旨の公告で可）

・時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法（要旨の公告で可）

・電子公告（ホームページのアドレスの登記が必要。）（定時評議員会の終結の

日後５年を経過する日まで。）

・主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法（公告の開始後１年を経過

する日まで。）

○公告方法のうち、官報に掲載する方法又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞

紙に掲載する方法を定款で定める場合には、貸借対照表等の公告に代えて、継続

して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く

（定時評議員会の終結の日後５年を経過する日まで。）措置をとることができる。

（法人法 128条３項：199条準用）（ホームページのアドレスの登記が必要。）な

お、当該措置をとることを定款で規定する必要はない。

○事業報告等の備え置き及び閲覧等（主たる事務所５年間、従たる事務所３年間）

・計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書、監査報告

（法人法 129条：199条準用）

・財産目録、役員等名簿、役員等の報酬等の基準を記載した書類

（認定法 21条２項）

・運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なもの

を記載した書類（認定法施行規則 28条）

○運営組織及び事業活動の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載し
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た書類については、事業報告書等提出書類の別紙１を参照のこと。

○正当な理由がないのに閲覧等を拒んではならない。（認定法 21条４項）

○役員等名簿について、評議員以外の者から閲覧等の請求があった場合には、個人

の住所に係る部分を除外して、閲覧等させることができる。（認定法 21条５項）

○毎事業年度の経過後３箇月以内に、財産目録等（定款を除く。）を行政庁に提出

しなければならない。（認定法 22条１項）

○行政庁は、公益法人から提出を受けた財産目録等について閲覧又は謄写の請求が

あった場合には、閲覧又は謄写をさせなければならない。（個人の住所に係る部

分を除外。）（認定法 22条２項、３項）

○公益法人の会計

・一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の基準その他の公益法人の会計の

慣行をしん酌しなければならない。（認定法施行規則 12条）

・収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、各収益事

業等ごとに特別の会計として経理しなければならない。（認定法 19条）

○移行の認定又は移行の認可の申請をする特例民法法人の計算書類等の作成（整備

法 60条）、計算書類等の監査等（整備法 61条）、計算書類等の評議員会への提

出等（整備法 62条）

○キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には、計算書類と同様に評議員会

の承認の手続が必要。（認定法施行規則 33条）

（公益目的取得財産残額の算定）

第９条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則

第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財

産残額を算定し、前条第３項第４号の書類に記載するものとする。

○公益法人は、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を

算定しなければならない。（認定法施行規則 48条）

○公益目的取得財産残額の算定については、事業報告書等提出書類の別表Ｈを参照

のこと。

第４章 評議員

（評議員の定数）

第10条 この法人に評議員○○名以上○○名以内を置く。

○評議員の資格等（法人法 65条１項：173条１項準用）

○法人は役員となることができない。（法人法 65条１項１号：173条１項準用）

○一般財団法人と評議員との関係は、委任に関する規定に従う。

（法人法 172条１項）

○評議員は、一般財団法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることが

できない。（法人法 173条２項）
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○評議員は、３人以上でなければならない。（法人法 173条３項）

○評議員の氏名は登記事項（法人法 302条２項５号）

○登記事項に変更が生じたときは、２週間以内に変更の登記が必要。

（法人法 303条）

○評議員が変更になった場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければなら

ない。（認定法 13条、認定法施行規則 11条）

○公益認定の欠格事由（認定法 ６条１号）、公益認定の取消事由（認定法 29条１

項１号）に注意が必要。

○旧財団法人の寄附行為における評議員、評議員会を置く旨の定めは、法人法に規

定する評議員、評議員会を置く旨の定めとしての効力を有しない。

（整備法 89条４項）

＜参考資料＞

・ＦＡＱ問Ⅱ－５－①（新制度の理事、監事、評議員の定数）

第11条 （留意事項 Ⅱ ６を参照のこと。）

①「評議員の構成を認定法 ５条10号及び11号に準じたものにする」旨を定める方法

により選解任を行う場合

（評議員の選任及び解任）

第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第17

9条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

２ 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の

３分の１を超えないものであること。

イ 当該評議員及びその配偶者又は３親等内の親族

ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者

ハ 当該評議員の使用人

ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の

財産によって生計を維持しているもの

ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者

ヘ ロからニまでに掲げる者の３親等内の親族であって、これらの者と生計を一

にするもの

(2) 他の同一の団体（公益社団法人又は公益財団法人を除く。）の次のイからニ

に該当する評議員の合計数が評議員の総数の３分の１を超えないものであるこ

と。

イ 理事

ロ 使用人

ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員（法人でない団体で代表者又は管理人

の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人）又は業務を執行する社

員である者
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ニ 次に掲げる団体においてその職員（国会議員及び地方公共団体の議会の議員

を除く。）である者

①国の機関

②地方公共団体

③独立行政法人通則法第２条第１項に規定する独立行政法人

④国立大学法人法第２条第１項に規定する国立大学法人又は同条第３項に規定

する大学共同利用機関法人

⑤地方独立行政法人法第２条第１項に規定する地方独立行政法人

⑥特殊法人（特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であっ

て、総務省設置法第４条第15号の規定の適用を受けるものをいう。）又は認

可法人（特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可

を要する法人をいう。）

②評議員の選任及び解任をするための任意の機関として、中立的な立場にある者が参

加する機関を設置し、この機関の決定に従って評議員を選任及び解任する方法により

選解任を行う場合

（評議員の選任及び解任）

第11条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。

２ 評議員選定委員会は、評議員１名、監事１名、事務局員１名、次項の定めに基づ

いて選任された外部委員２名の合計５名で構成する。

３ 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において

選任する。

(1) この法人又は関連団体（主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含

む。以下同じ。）の業務を執行する者又は使用人

(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者

(3) 第１号又は第２号に該当する者の配偶者、３親等内の親族、使用人（過去に

使用人となった者も含む。）

４ 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推

薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において

定める。

５ 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候

補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

(1) 当該候補者の経歴

(2) 当該候補者を候補者とした理由

(3) 当該候補者とこの法人及び役員等（理事、監事及び評議員）との関係

(4) 当該候補者の兼職状況

６ 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

ただし、外部委員の１名以上が出席し、かつ、外部委員の１名以上が賛成すること

を要する。

７ 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、

補欠の評議員を選任することができる。
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８ 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならな

い。

(1) 当該候補者が補欠の評議員である旨

(2) 当該候補者を１人又は２人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任す

るときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名

(3) 同一の評議員（２人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当

該２人以上の評議員）につき２人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該

補欠の評議員相互間の優先順位

９ 第７項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後４年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

○評議員の選任及び解任の方法は、定款の必要的記載事項。

（法人法 153条１項８号）

○留意事項 Ⅱ ６評議員の構成並びに選任及び解任の方法参照。

○理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定めは効力を有しな

い。（法人法 153条３項１号）

○評議員の選任及び解任について、評議員会の決議によって変更できる旨を、移行

時の定款の変更の案に定めていなければ、特別な事情があって裁判所の許可を得

ない限り変更することができなくなる。（法人法 200条、整備法 112条１項）

特例民法法人については、整備法94条を参照。

○特例財団法人が 初の評議員を選任するには、旧主務官庁の許可が必要。

（整備法 92条）

＜参考資料＞

・ＦＡＱ問Ⅱ－２－①（ 初の評議員の選任方法）

（評議員の任期）

第12条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時評議員会の終結の時までとする。

２ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任し

た評議員の任期の満了する時までとする。

３ 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任によ

り退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義

務を有する。

○評議員の任期は、選任後４年以内（定款によって６年以内まで伸長可）に終了

する事業年度のうち 終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

（法人法 174条１項）

○定款によって、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の

任期を退任した評議員の任期の満了する時までとすること可。

（法人法 174条２項）
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○法律又は定款で定めた評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任によ

り退任した評議員は、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員とし

ての権利義務を有する。（法人法 175条１項）

＜参考資料＞

・ＦＡＱ問Ⅱ－４－①（新制度の理事、監事、評議員の任期）

（評議員の報酬等）

第13条 評議員に対して、＜例：各年度の総額が○○○○○○円を超えない範囲で、

評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬とし

て＞支給することができる。

○評議員の報酬等の額は、定款で定めなければならない。（法人法 196条）

○報酬等の支給基準を定めるといっても、報酬等の支給を義務付ける趣旨ではなく、

無報酬でも問題はない。無報酬の場合は、報酬等の支給基準において無報酬と定

めることになる。（ＦＡＱ問Ⅴ－６－③）

○評議員の報酬等の支給の基準については、定款又は評議員会のいずれかで決定す

ることになる。（ＦＡＱ問Ⅴ－６－④）

○評議員に対する報酬等について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、

当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないよ

うな支給の基準（勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支

給の方法及び形態に関する事項）を定めているものであること。

（認定法 ５条13号、認定法施行規則 ３条）

○報酬等の支給の基準を変更したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なけ

ればならない。（認定法 13条、認定法施行規則 11条）

○公益法人は、報酬等の支給の基準に従って評議員に対する報酬等を支給しなけれ

ばならない。また、報酬等の支給の基準を公表しなければならない。変更したと

きも同様。（認定法 20条）

＜参考資料＞

・ＦＡＱ問Ⅴ－６－②、Ⅴ－６－③、Ⅴ－６－④（役員に対する報酬等）

第５章 評議員会

（構成）

第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

○評議員会は、すべての評議員で組織する。（法人法 178条１項）

○旧財団法人の寄附行為における評議員、評議員会を置く旨の定めは、法人法に規

定する評議員、評議員会を置く旨の定めとしての効力を有しない。

（整備法 89条４項）

（権限）
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第15条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任

(2) 理事及び監事の報酬等の額

(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(4) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認

(5) 定款の変更

(6) 残余財産の処分

(7) 基本財産の処分又は除外の承認

(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

○評議員会は、法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすること

ができる。（法人法 178条２項）

○評議員会の決議を必要とする事項について、評議員会以外の機関が決定すること

ができることを内容とする定款の定めは効力を有しない。（法人法 178条３項）

○評議員会以外の機関が、評議員会の決定をくつがえすこととなるような定款の定

めを設けることはできない。（留意事項Ⅱ５）

○評議員会の決議

・役員（理事及び監事）の選任（法人法 63条：177条準用）

・役員の解任（法人法 176条）

・（定款で定めていないとき）理事の報酬等（法人法 89条：197条準用）

・（定款で定めていないとき）監事の報酬等（法人法 105条：197条準用）

・評議員の報酬等の支給基準については定款又は評議員会のいずれかで決定

（ＦＡＱ問Ⅴ－６－④）

・計算書類（貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書））の承認

（法人法 126条２項：199条準用）

・定款の変更（法人法 200条）

ただし、目的（事業）及び評議員の選任及び解任の方法については、移行時の

定款の変更の案に、評議員会の決議によって変更できる旨を定めていなければ、

特別な事情があって裁判所の認可を得ない限り変更することができなくなる。

（法人法 200条、整備法 112条１項）

特例民法法人については整備法94条を参照。

・残余財産の処分（法人法 239条２項）

ただし、公益財団法人は、認定法５条17号に規定する法人又は国若しくは地方

公共団体に贈与する旨を定款で定める必要がある。（認定法 ５条18号）

・評議員会のその他の決議事項

役員等の責任の一部免除（法人法 113条：法人法 198条準用）、事業の全部の

譲渡（法人法 201条）、一般財団法人の継続（法人法 204条）、吸収合併契約

の承認（法人法 247、251条）、新設合併契約の承認（法人法 257条） など

○評議員会の目的である事項以外の事項については、決議をすることができない。

（ただし、評議員会に提出された資料等を調査する者の選任などは可能。）
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（法人法 189条４項）

○評議員会の目的である事項（議題）の範囲内であれば、評議員が、評議員会の議

場において、議案を提出することもできる。（ＦＡＱ問Ⅰ－３－⑪）

（開催）

第16条 評議員会は、定時評議員会として＜例１：毎事業年度終了後３箇月以内、例

２：毎年度○月＞に１回開催するほか、（○月及び）必要がある場合に開催する。

○定時評議員会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

（法人法 179条１項）

○評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる（臨時評議

員会）。（法人法 179条２項）

○定時評議員会は、理事、監事、評議員の任期の終期の基準となる。

・理事の任期（法人法 66条：177条準用）

・監事の任期（法人法 67条：177条準用）

・評議員の任期（法人法 174条）

○事業計画書や収支予算書等の承認のために、毎事業年度開始前に、評議員会を開

催する場合であっても、法人法上は、臨時評議員会の位置付けになる。

（招集）

第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代

表理事が招集する。

２ 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、

評議員会の招集を請求することができる。

○評議員会は、（裁判所の許可を得て評議員が招集する場合を除く。）理事が招集

する。（法人法 179条３項）

○評議員による招集の請求（法人法 180条）

・理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の

招集を請求することができる。

・請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合、請求があった日から６週間（こ

れを下回る期間を定款で定めた場合は、その期間）以内の日を評議員会の日と

する招集の通知が発せられない場合、請求をした評議員は、裁判所の許可を得

て、評議員会を招集することができる。

○評議員会の招集の決定（理事会の決議が必要）（法人法 181条）

・評議員会の日時及び場所、目的である事項

・目的である事項が、役員等の選任、役員等の報酬等、事業の全部の譲渡、定款

の変更、合併であるときは議案の概要（法人法施行規則 58条）

○評議員会の招集の通知は１週間（定款で下回る期間を定めることは可能。）前ま

でに、書面で通知を発しなければならない。書面に代えて、評議員の承諾を得て、
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電磁的方法により通知を発することができる。（法人法 182条）

○招集手続の省略（評議員の全員の同意が必要）（法人法 183条）

○評議員提案権（法人法 184条～186条）

（決議）

第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議

員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評

議員を除く評議員の＜例:３分の２以上＞に当たる多数をもって行わなければなら

ない。

(1) 監事の解任

(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(3) 定款の変更

(4) 基本財産の処分又は除外の承認

(5) その他の法令で定められた事項

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決

議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数

を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠

に達するまでの者を選任することとする。

○評議員会の決議（法人法 189条１項）

・議決に加わることができる評議員の過半数（定款で過半数を上回る割合を定め

ることも可能）が出席し、その過半数（定款で過半数を上回る割合を定めるこ

とも可能。）をもって行う。

○評議員会の運営方法（留意事項Ⅱ８）

・定款に、①評議員会に代理人が出席して議決権を行使することを許容する定め、

②評議員が評議員会に出席することなく書面等によって評議員会の議決権を行

使することを許容する定め、③評議員が議案の賛否について個々の評議員の賛

否を個別に確認する方法で過半数の評議員の賛成を得て決議するようないわゆ

る持ち回り決議を許容する定め、のいずれかを設けた場合には、不認定又は不

認可の対象となるものとする。

・可否同数の場合に、議長に２票を与えることになるような定款の定めは無効で

ある。（ＦＡＱ問Ⅰ－３－⑪ 定款の変更の案の作成（別紙）６ 理事会 を参

照のこと。）

○議決に加わることができる評議員の３分の２以上の決議が必要な事項

（法人法 189条２項）

・監事の解任（法人法 176条１項）

・役員等の責任の一部免除（法人法 113条１項：198条準用）

・定款の変更（法人法 200条）

・事業の全部の譲渡（法人法 201条）
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・一般財団法人の継続（法人法 204条）

・吸収合併契約の承認（法人法 247条、251条）、新設合併契約の承認（257条）

○理事の選任議案の決議方法（留意事項Ⅱ４）

・定款に、評議員会の議事の運営方法に関する定めの一つとして、「理事の選任

議案の決議に際し候補者を一括して採決（決議）すること」を一般的に許容す

る旨の定めを設けた場合には、不認定又は不認可の対象となるものとする。

○特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。

（法人法 189条３項）

○評議員会の目的である事項以外の事項については、決議をすることができない。

（ただし、評議員会に提出された資料等を調査する者の選任などは可能。）

（法人法 189条４項）

○評議員会の目的である事項（議題）の範囲内であれば、評議員が、評議員会の議

場において、議案を提出することもできる。（ＦＡＱ問Ⅰ－３－⑪）

○評議員会の決議の省略（法人法 194条）

理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案に

つき評議員（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員

が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する

旨の評議員会の決議があったものとみなす。

○評議員会への報告の省略（法人法 195条）

理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合におい

て、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書

面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への

報告があったものとみなす。

（議事録）

第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

２ 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。

○議事録の作成（法人法 193条１項、法人法施行規則 60条）

○評議員会の日から議事録を主たる事務所に10年間、議事録の写しを従たる事務所

に５年間、備え置かなければならない。（法人法 193条２項、３項）

○評議員及び債権者は、一般財団法人の業務時間内は、いつでも議事録（写し）の

閲覧又は謄写の請求をすることができる。（法人法 193条４項）

○評議員会の議事録への記名押印については、法令上規定なし。

（議事録への記名押印をする者を、評議員会において選定された議事録署名人、

議事録作成者などとすることも可。）

＜参考資料＞

・ＦＡＱ問Ⅱ－７－⑤（評議員会の議事録への記名押印）

【評議員会に関するこのほかの記載事項】
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○評議員会の報告の省略、評議員会の議長、などの事項について定款に規定してお

くこともできる。

第６章 役員

（役員の設置）

第20条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 ○○名以上○○名以内

(2) 監事 ○○名以内

＜例１＞

２ 理事のうち１名（○名）を代表理事とする。

３ 代表理事以外の理事のうち、○名を業務執行理事とする。

＜例２：代表理事、業務執行理事の役職名を、理事長、常務理事とする場合の例＞

（専務理事など他の名称も可）

２ 理事のうち１名を理事長、○名を常務理事とする。

３ 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事

とし、常務理事をもって同法第91条第１項第２号の業務執行理事とする。

○一般財団法人は、理事、理事会及び監事を置かなければならない。

（法人法 170条）

○役員の資格等（法人法 65条１項：177条準用）

○法人は役員となることができない。（法人法 65条１項１号：177条準用）

○一般財団法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う。（法人法 172条１項）

○監事は、一般財団法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

（法人法 65条２項：177条準用）

○理事は、３人以上でなければならない。（法人法 65条３項：177条準用）

○公益法人の理事及び監事の構成

・各理事について、当該理事及びその配偶者又は３親等内の親族その他特別の関

係がある理事の合計数が、理事の総数の３分の１を超えないものであること。

監事についても同様。（認定法５条10号、認定法施行令４条）

・他の同一の団体（公益社団法人及び公益財団法人を除く。）の理事又は使用人

である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数

は、理事の総数の３分の１を超えないものであること。監事についても同様。

（認定法５条11号、認定法施行令５条）

○理事会は、理事の中から代表理事を選定しなければならない。（複数置くことも

可能。）（法人法 90条３項：197条準用）

○代表理事以外の業務を執行する理事（法人法 91条１項２号：197条準用）

・代表理事以外の理事であって、理事会の決議によって一般財団法人の業務を執

行する理事として選定されたもの。（置かなくてもよい。人数も任意。）

○ 初の代表理事については、通常の方法のように理事会で選定することができな

いため、例外的に、定款の変更の案の附則に就任予定者の氏名を記載する方法に
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より選定することになる。（ＦＡＱ問Ⅰ－５－②）

○理事及び監事の氏名は登記事項（法人法 302条２項５号）

○代表理事の氏名及び住所は登記事項（法人法 302条２項６号）

○理事及び監事並びに代表理事に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を行政庁

に届け出なければならない。（認定法 13条、認定法施行規則 11条）

○代表理事以外の業務を執行する理事については、登記事項ではない。

○代表理事等の名称を定款において法人法の名称とは異なる通称名や略称を定款に

使用する場合には、「法律上の名称」と定款で使用する名称がどのような関係に

あるのかを、定款上、明確にする必要がある。（留意事項Ⅱ２）

（役員の選任）

第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

２ 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

○理事の選任議案の決議方法（留意事項Ⅱ４）

・定款に、評議員会の議事の運営方法に関する定めの一つとして、「理事の選任

議案の決議に際し候補者を一括して採決（決議）すること」を一般的に許容す

る旨の定めを設けた場合には、不認定又は不認可の対象となるものとする。

○代表理事の選考方法（留意事項Ⅱ７）

・「代表理事に事故がある場合は、代表理事が予め定める順番で理事が代表理事

の職務を代行する」旨の定款の定めは、理事会の代表理事の決定権限を奪い、

（将来の）代表理事の選定を代表理事が行うことを許容するものとなるため無

効である。（予め順番を理事会で定めることとする定款の定めも、適当でない

と考えられる。）

・代表理事を１人ではなく複数名選定することは可能。

・複数の代表理事につき権限の分担を定めても、その分担は法人内部の関係に止

まり、外部に対しては原則としてその権限分担の効力を主張することはできな

い。（法人法 77条５項：197条準用）

○代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合には、任期

の満了又は辞任により退任した代表理事は、新たに選任された代表理事が就任す

るまで、なお代表理事としての権利義務を有する。

（法人法 79条１項：197条準用）

○公益法人においては、役員等（理事、監事及び評議員）以外の者に対して、法律

上の権限はないが、権限を有するかのような誤解を生じさせる名称（役職）を付

す場合には、原則として、定款に、その名称、定数、権限及び名称を付与する機

関についての定めを設けることが望ましい。（留意事項Ⅱ１）

＜例＞

（相談役）

第○条 この法人に、任意の機関として、１名以上３名以下の相談役を置く。

２ 相談役は、次の職務を行う。
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(1)代表理事の相談に応じること

(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること

３ 相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。

４ 相談役の報酬は、無償とする。

（理事の職務及び権限）

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を

執行する。

２ 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その

業務を執行し、業務執行理事は、＜例：理事会において別に定めるところにより、

この法人の業務を分担執行する。＞

３ 代表理事及び業務執行理事は、＜例１：３箇月に１回以上、例２：毎事業年度に

４箇月を超える間隔で２回以上、＞自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなけ

ればならない。

○代表理事は、一般財団法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする

権限を有する。（法人法 77条４項：197条準用）定款等で代表理事の権限に加え

た制限は、善意の第三者に対抗することができない。（法人法 77条５項：197条

準用）

ただし、次に掲げる事項など重要な業務執行の決定は、理事会での決定が必要。

（①重要な財産の処分及び譲受け、②多額の借財、③重要な使用人の選任及び解

任④従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止、⑤理事の職務の執

行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般財団法人の業

務の適正を確保するために必要なものとして法人法施行規則14条で定める体制の

整備）（法人法 90条４項：197条準用）

○一般財団法人は、代表理事以外の理事に理事長その他一般財団法人を代表する権

限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為につい

て、善意の第三者に対してその責任を負う（表見代表理事）。

（法人法 82条：197条準用）

○理事は、法令及び定款を遵守し、一般財団法人のため忠実にその職務を行わなけ

ればならない。（法人法 83条：197条準用）

○理事は、競業及び利益相反取引などをしようとするときは、理事会において、当

該取引につき重要な事項を開示し、その承認を受けなければならない。

（法人法 84条：92条１項読替：197条準用）また、当該取引後、遅滞なく、当該

取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

（法人法 92条２項：197条準用）

○理事は、一般財団法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見

したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。

（法人法 85条：197条準用）

○代表理事及び代表理事以外の業務を執行する理事は、３箇月に１回以上、自己の
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職務の執行を理事会に報告しなければならない。ただし、定款で毎事業年度に４

箇月を超える間隔で２回以上とすることも可。（法人法 91条２項：197条準用）

この報告については、省略できない。（法人法 98条２項：197条準用）

○複数理事間の職務分掌関係を定めておくことは、法令上必須ではないが、ガバナ

ンス確保上重要と考えられる。

○新制度においては、代表理事が法人を代表し、代表理事及び理事会の決議によっ

て業務を執行する理事として選定された業務執行理事が、法人の業務を執行する

こととされており、その他の理事は、理事会への出席等を通じて法人運営に関与

することとなる。（ＦＡＱ問Ⅰ－３－⑪）

○代表理事以外の理事が代表権を有する旨の定めや、業務執行理事以外の理事が業

務を執行する旨の定めは不可。（代行も含む。）（ＦＡＱ問Ⅰ－３－⑪）

（監事の職務及び権限）

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告

を作成する。

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務

及び財産の状況の調査をすることができる。

○監事の職務（法人法 197条で準用）

・理事の職務の執行の監査。監査報告の作成。（法人法 99条１項、法人法施行

規則16条）

・いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、業務の執行及び財産の

状況を調査することができる。（法人法 99条２項）

・職務を行うため必要があるときは、子法人に対して事業の報告を求め、又はそ

の子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。子法人は正当な理

由があるときは、報告又は調査を拒むことができる。

（法人法 99条３項、４項）

・理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

（法人法 101条１項）

・理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、

又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認め

るときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。（法人法 1

00条）報告をする場合において、必要があると認めるときは、理事（招集権者）

に対し、理事会の招集を請求することができる。（法人法 101条２項）請求か

ら５日以内に、請求の日から２週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集

の通知が発せられない場合は、請求をした監事は、理事会を招集することがで

きる。（法人法 101条３項）

・監事が評議員会を招集することはできない。

・理事が評議員会に提出しようとする議案、書類等を調査しなければならない。

法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、調
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査結果を評議員会に報告しなければならない。（法人法 102条）

・監事の選任に対する監事の同意等（法人法 72条）

・監事の選任等についての意見の陳述（法人法 74条）

・理事の行為の差し止め。（法人法 103条）

・一般財団法人と理事との間の訴えにおける法人の代表（法人法 104条） など

＜参考資料＞

・ＦＡＱ問Ⅱ－１－③（監事の選任）

（会計監査人の職務及び権限）

（第24条 （省 略））

○会計監査人を置かない場合を想定しているため、省略。

※会計監査人を置く場合は、ご相談ください。

（役員の任期）

第24条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時評議員会の終結の時までとする。

２ 監事の任期は、選任後＜例１：４年、例２：２年＞以内に終了する事業年度のう

ち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までと

する。

４ 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞

任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事と

しての権利義務を有する。

○理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち 終のものに関する定

時評議員会の終結の時まで。ただし、定款によって短縮可。

（法人法 66条：177条準用）

○監事の任期は、選任後４年以内（定款によって２年以内まで短縮可。）に終了す

る事業年度のうち 終のものに関する定時評議員会の終結の時まで。（法人法67

条１項：177条準用）定款によって、任期の満了前に退任した監事の補欠として

選任された監事（予め補欠として選任された監事を含む。）の任期を退任した監

事の任期の満了する時までとすること可能。（監事の増員の場合、任期の短縮は

不可。）（法人法 67条２項：177条準用）

○予め補欠の役員を選任しておくことも可能。

（法人法 63条２項：177条準用、法人法施行規則 12条：61条準用）

○補欠については、定款によって任期を前任者の残存任期の満了する時までとする

ことができるとされているが、この場合の補欠には、予め選任しておく場合だけ

でなく、前任者が（任期の満了前に）退任した後に、補欠者を選任する場合も該
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当しうると解される。（ＦＡＱ問Ⅱ－１－②）

○役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合に

は、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任す

るまで、なお役員としての権利義務を有する。（法人法 75条１項：177条準用）

＜参考資料＞

・ＦＡＱ問Ⅰ－３－⑪（定款の変更の案の作成（別紙）５ 役員等）

・ＦＡＱ問Ⅱ－１－②（役員等の補欠選任）

・ＦＡＱ問Ⅱ－４－①（新制度の理事、監事の任期）

・ＦＡＱ問Ⅱ－４－②（移行をまたぐ任期の取扱い）

・ＦＡＱ問Ⅱ－４－③、④、⑤（理事の任期）

・ＦＡＱ問Ⅱ－４－⑥（任期の起算点）

・ＦＡＱ問Ⅱ－４－⑦（移行の登記を停止条件とした役員の交代）

（役員の解任）

第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって

解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

○理事又は監事が、①職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき、②心身の故

障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。は、評議員会の

決議によって、その理事又は監事を解任することができる。（法人法 176条１項）

○監事の解任については、議決に加わることができる評議員の３分の２以上の多数

の決議が必要。（法人法 189条２項１号）

（役員の報酬等）

（Ａ）

第26条 理事及び監事に対して、＜例：（評議員会において別に定める総額の範囲内

で、）評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を＞報

酬等として支給することができる。

（Ｂ）

第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、

＜例：（評議員会において別に定める総額の範囲内で、）評議員会において別に定

める報酬等の支給の基準に従って算定した額を＞報酬等として支給することができ

る。

○理事の報酬等（報酬、賞与その他の職務執行の対価として一般財団法人等から受

ける財産上の利益）は、定款にその額を定めていないときは、評議員会の決議に

よって定める。（法人法 89条：197条準用）

○監事の報酬等（法人法 105条：197条準用）



- 21 -

・定款に額を定めていないときは、評議員会の決議によって定める。

・監事が２人以上ある場合において、各監事の報酬等について定款の定め又は評

議員会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、

監事の協議によって定める。

・監事は、評議員会において、監事の報酬等について意見を述べることができる。

○理事及び監事に対する報酬等について、民間事業者の役員等及び従業員の給与、

当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないよ

うな支給の基準（勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支

給の方法及び形態に関する事項）を定めているものであること。

（認定法 ５条13号、認定法施行規則 ３条）

○報酬等の支給の基準を変更したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なけ

ればならない。（認定法 13条、認定法施行規則 11条）

○公益法人は、報酬等の支給の基準に従って理事及び監事に対する報酬を支給しな

ければならない。また、報酬等の支給の基準を公表しなければならない。変更し

たときも同様。（認定法 20条）

＜参考資料＞

・ＦＡＱ問Ⅴ－６－①、②、③、④（役員に対する報酬等）

・ＦＡＱ問Ⅴ－６－⑤（監事の報酬等）

第７章 理事会

（構成）

第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

○理事会は、すべての理事で組織する。（法人法 90条１項：197条準用）

○旧財団法人の寄附行為における理事会を置く旨の定めは、法人法に規定する理事

会を置く旨の定めとしての効力を有しない。（整備法 89条４項）

（権限）

第28条 理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

○理事会の職務（法人法 90条２項：197条準用）

・一般財団法人の業務執行の決定

・理事の職務の執行の監督

・代表理事の選定及び解職（理事の中から選定、法人法 90条３項：197条準用）

○理事会は次に掲げる事項など重要な業務執行の決定を各理事に委任できない。

（法人法 90条４項）

・重要な財産の処分及び譲受け
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・多額の借財

・重要な使用人（事務局長など）の選任及び解任

・従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

・一般財団法人の業務の適性を確保するための体制整備（法人法施行規則 14条)

・定款の定めに基づく役員等の法人に対する損害賠償責任の理事等による免除

（法人法 114条：198条準用）

（招集）

第29条 理事会は、代表理事が招集する。

２ 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集

する。

○招集権者（法人法 93条：197条準用）

・理事会は、各理事が招集。

・理事会を招集する理事を定款又は理事会で定めたときは、その理事が招集。

・定められた理事以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示

して、理事会の招集を請求することができる。

・請求があった日から５日以内に、その請求があった日から２週間以内の日を理

事会の日とする招集の通知が発せられない場合は、請求をした理事は、理事会

を招集することができる。

○招集手続（法人法 94条１項：197条準用）

・理事会の招集の通知は１週間（定款で下回る期間を定めることは可能。）前ま

でに、通知を発しなければならない。

○招集手続の省略（法人法 94条２項：197条準用）

・理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることな

く開催することができる。

（決議）

第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過

半数が出席し、その過半数をもって行う。

２ 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条

において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったもの

とみなす。

○理事会の決議（法人法 95条：197条準用）

・議決に加わることができる理事の過半数（定款で過半数を上回る割合を定める

ことも可能）が出席し、その過半数（定款で過半数を上回る割合を定めること

も可能）をもって行う。

・特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

・理事会の議事については、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されて
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いるときは、出席した理事（定款で出席した代表理事とすることも可能。）及

び監事は、議事録に署名し、又は記名押印しなければならない。

・決議に参加した理事であって議事録に異議をとどめないものは、決議に賛成し

たものと推定する。

○理事会の運営方法（留意事項Ⅱ８）

・定款に、①理事会に代理人が出席して議決権を行使することを許容する定め、

②理事が理事会に出席することなく書面等によって理事会の議決権を行使する

ことを許容する定め、③理事が議案の賛否について個々の理事の賛否を個別に

確認する方法で過半数の理事の賛成を得て決議するようないわゆる持ち回り決

議を許容する定め、のいずれかを設けた場合には、不認定又は不認可の対象と

なるものとする。

・可否同数の場合に、議長に２票を与えることとなるような定款の定めは無効で

ある。（ＦＡＱ問Ⅰ－３－⑪ 定款の変更の案の作成（別紙）６ 理事会 を参

照のこと。）

○理事会の決議の省略（法人法 96条：197条準用）

理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提

案につき理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全

員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が異議を述べた

ときを除く。）は、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす旨を定款

で定めることができる。したがって、理事会の決議の省略については、定款の定

めがないとできない。（理事の「全員の同意」が得られる議案の場合には、いわ

ゆる持ち回り決議をすることも可能。）

○理事会への報告の省略（法人法 98条：197条準用）

理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知した

ときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、代表理事等の業

務を執行する理事の自己の職務執行状況の報告（法人法 91項２項）については、

省略することはできない。

（議事録）

第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

２ 出席した＜例１：理事、例２：代表理事＞及び監事は、前項の議事録に記名押印

する。

○理事会の議事については、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されてい

るときは、出席した理事（定款で出席した代表理事とすることも可能。）及び監

事は、議事録に署名し、又は記名押印しなければならない。

（法人法 95条３項：197条準用）

○定款で、記名押印すべき出席理事を出席した代表理事と定めた場合であっても、

代表理事が出席しなかった時には、出席した理事（と監事）の全員が記名押印し

なければならず、また、複数名の代表理事が出席した場合、出席した代表理事の
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全員（及び監事の全員）の記名押印が必要。

○理事会の決議に参加した理事であって議事録に異議をとどめないものは、その決

議に賛成したものと推定する。（法人法 95条５項：197条準用）

○理事会の議事録の作成（法人法施行規則 15条：62条準用）

○理事会の日から10年間、議事録を主たる事務所に備え置かなければならない。

（法人法 97条１項：197条準用）

○評議員は、一般財団法人の業務時間内は、いつでも議事録の閲覧又は謄写の請求

をすることができる。（法人法 97条２項：197条準用）

○債権者は、理事又は監事の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可

を得て、議事録の閲覧又は謄写の請求をすることができる。

（法人法 97条３項：197条準用）

【理事会のこのほかの記載事項】

○理事会への報告の省略や理事会の議長などの事項について、定款に規定しておく

こともできる。

【法律にない任意の（合議）機関を設ける場合】

○法人の運営に際し、法律に根拠のない任意の機関（会議体）を定款に設けて運営

する場合には、その名称、構成及び権限を明確にし、法律上の機関である理事会

等の権限を奪うことのないように留意する必要がある。（留意事項Ⅱ２）

第８章 定款の変更及び解散

（定款の変更）

第32条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

２ 前項の規定は、この定款の第３条、第４条及び第11条についても適用する。

○定款の変更（法人法 200条）

・評議員会の決議によって定款を変更することができる。（議決に加わることが

できる評議員の３分の２以上の決議が必要）

・ただし、目的（事業）及び評議員の選任及び解任の方法については、移行時の

定款の変更の案に、評議員会の決議によって変更できる旨を定めていなければ、

特別な事情があって裁判所の認可を得ない限り変更することができなくなる。

（法人法 200条、整備法 112条１項）

・特例民法法人については整備法94条を参照。

○定款の変更（変更の認定が必要なものを除く。）があったときは、遅滞なく、そ

の旨を行政庁に届け出なければならない。（認定法 13条）

（解散）

第33条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能

その他法令で定められた事由によって解散する。
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○解散の事由（法人法 202条）

・定款で定めた存続期間の満了

・定款で定めた解散の事由の発生

・基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不

能

・合併により当該一般財団法人が消滅する場合

・破産手続開始の決定

・解散を命ずる裁判（特例民法法人は解散命令）

・ある事業年度及びその翌事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも

300万円未満となった場合、当該事業年度に関する定時評議員会の終結の時（特

例民法法人は除く。）

○休眠一般財団法人のみなし解散（法人法 203条）（特例民法法人は除く。）

○一般財団法人（特例財団法人を含む）は、設立者の定めた目的を実現すべき法人

であり、一般社団法人（特例社団法人）と異なり、設立後に評議員会（、理事会）

の決議などの法人の機関の意思決定によって自主的に解散することはできないこ

ととされている。

（公益認定の取消し等に伴う贈与）

第34条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅

する場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、評

議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定

の取消しの日又は当該合併の日から１箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人

の認定等に関する法律第５条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈

与するものとする。

○公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合（その

権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）において公益目的取得

財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又

は当該合併の日から１箇月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは

次に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する旨を定款で定めているも

のであること。（認定法 ５条17号）

○具体的な贈与先が単数である必要はなく、複数指定することも可能。また、認定

法５条17号に掲げる者とのみ定めることも可能。

○公益法人は、認定法第５条第17号に規定する定款の定めを変更することができな

い。（認定法 30条５項）

（残余財産の帰属）

第35条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経

て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第17号に掲げる法
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人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

○設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、そ

の効力を有しない。（法人法 153条３項２号）

○清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人若しく

は認定法５条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定

款で定めているものであること。（認定法 ５条18号）

○定款における残余財産の定めと租税特別措置法第40条の関係については、移行認

定のための「定款の変更の案」作成の案内（注19）を参照のこと。

第９章 公告の方法

（公告の方法）

第36条 この法人の公告は、

＜例１：官報に掲載する方法＞

＜例２：京都府において発行する○○新聞に掲載する方法＞

＜例３：電子公告＞

＜例４：主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法＞

により行う。

＜例３の場合＞

２ 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合

は、＜例１：官報に掲載する方法、例２：京都府において発行する○○新聞に掲載

する方法＞による。

○公告方法は、定款の必要的記載事項。（法人法 153条１項９号）

○公告方法（法人法 331条）

・官報に掲載する方法

・時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

・電子公告（公告期間：法人法 332条）

・主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法

（法人法施行規則 88条１項）（公告期間：法人法施行規則 88条２項）

・事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができな

い場合の公告方法として、官報に掲載する方法、時事に関する事項を掲載する

日刊新聞紙に掲載する方法のいずれかを定めることができる。（この場合、主

たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法を定めることはできない。）

○電子公告の場合は、情報が掲載されているホームページのアドレスを登記するこ

ととなる。（法人法 302条２項15号、法人法施行規則 87条）

○「官報又は電子公告」や「法人法で定める公告方法のいずれかの方法」のように

選択的に定めることはできない。また、「貸借対照表の公告は電子公告、それ以

外は官報」のように、公告方法を任意に細分化して、各事項につきそれぞれの公

告方法を定めることもできない。
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○公告方法のうち、官報に掲載する方法又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞

紙に掲載する方法を定款で定める場合には、貸借対照表等の公告に代えて、継続

して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く

（定時評議員会の終結の日後５年を経過する日まで。）措置をとることができる。

（法人法 128条３項：199条準用）（ホームページのアドレスの登記が必要。）

なお、当該措置をとることを定款で規定する必要はない。

○公告方法について、定款の規定にかかわらず法令の規定により官報に掲載する方

法によりしなければならないとされているものについては、官報に掲載する方法

でしなければならない。

＜参考資料＞

・ＦＡＱ問Ⅰ－３－⑩（公告方法）

【定款のこのほかの記載事項】

○法令上の規定はないが、事務局が設置されている場合、その組織及び運営に関す

る事項について定款で規定しておくこともできる。

○法人の根本規則である定款だけでは対応困難な技術的、専門的事項について、下

位の規則に委ねる場合に、その根拠規程を定款に定めておくこともできる。

附 則

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び

公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第

106条第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

○移行の認定を受けようとする特例民法法人が、整備法106条１項の登記をするこ

とを停止条件としてしたその種類に従いその名称中に公益財団法人という文字を

用いることとする定款の変更及び整備法100条各号に掲げる基準に適合するもの

とするために必要な定款の変更については、旧主務官庁の認可を要しない。

（整備法 102条）

２ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人

の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第１項

に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第６

条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記

の日を事業年度の開始日とする。

○特例民法法人は、整備法60条１項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明

細書の作成に当たっては、事業年度を定めるものとする。ただし、整備法106条
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１項の登記をしたときは、当該登記をした日の前日を事業年度の末日とするよう

定めるものとする。（整備法施行規則 ２条１項）

３ この法人の最初の代表理事は○○○○とする。

○法人法施行後、移行前に定款（寄附行為）を変更して法人法上の代表理事を置い

ている場合を除き、移行後 初の代表理事は、定款の変更の案に氏名を直接記載

する方法により選定（選任）する必要がある。

＜参考資料＞

・ＦＡＱ問Ⅱ－３－①（ 初の代表理事、業務執行理事の選任）

・ＦＡＱ問Ⅱ－３－②（移行と同時に代表理事や評議員を置く場合の手続）

（４ この法人の最初の評議員は、次に掲げるものとする。

○○○○

○○○○

： ）

○特例民法法人が、 初の評議員を選任するには、旧主務官庁の許可を受けて理事

が定めるところによる。選任前に旧主務官庁の許可が必要。（整備法 92条）

※ 初の評議員の選任方法については、京都府及び京都府教育委員会所管法人につ

いては、各所管課にお問い合わせください。

なお、認可申請には、次の書類が必要となります。

・申請書

・ 初の評議員の選任方法の案

・選任方法の案を決議した理事会の議事録

・その他、各所管課が必要とする書類

○ 初の評議員については、選任された者を明確にする観点から、氏名を定款の変

更の案に記載することも有用な取扱いと考えられる。

＜参考資料＞

・ＦＡＱ問Ⅱ－２－①（ 初の評議員の選任方法）

・ＦＡＱ問Ⅱ－３－②（移行と同時に代表理事や評議員を置く場合の手続）
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別表<第１> 基本財産<(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)>

（第５条関係） ※不可欠特定財産がない場合は、< >内は不要。

財産種別 場所・物量等

土地 ○○㎡

××市▽▽町3-5-1

建物 ○○㎡

××市▽▽町3-5-1

４階建

投資有価証券 ××株式 ○○株

別表第２ 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産（第５条関係）

財産種別 場所・物量等

美術品 絵画○点

○年○月以前取得

※別表第２については、不可欠特定財産がある場合のみ


